
ボーイング787型機の機長の認定に係る取扱い

ボーイング787型機の運航停止に伴い、運航便により行う定期路線審査が実施できず、認定が失効する機長がボ イング787型機の運航停止に伴い、運航便により行う定期路線審査が実施できず、認定が失効する機長が
生ずることから、ボーイング787型機の機長の認定について、以下の柔軟な取扱いを行うこととしたい。

通常の取扱い

定期技能審査
（口述審査・模擬飛行装置による実地審査）

定期技能審査
（口述審査・模擬飛行装置による実地審査）

1年1年 1年

定期路線審査 定期路線審査

1年1年
乗務による知識・技量の維持

運航経験の蓄積

1年

（口述審査・通常運航便による実地審査） （口述審査・通常運航便による実地審査）

柔軟な取扱い

運航経験の蓄積

運航停止期間

定期技能審査
（口述審査・模擬飛行装置による実地審査）

定期技能審査
（口述審査・模擬飛行装置による実地審査）

1年
運航再開

1年 1年

1年

口述による 定期路線審査に相当する審査 乗務による知識・技量の維持
運航経験の蓄積

知識・能力を維持するための措置
知識を維持するための座学訓練

1年 1年

審査合格後に機長としての乗務再開
定期路線審査

（口述審査・通常運航便による実地審査）

口述による
知識確認

（口述審査・通常運航便による実地審査） 運航経験の蓄積・知識を維持するための座学訓練
・模擬飛行装置による技量維持訓練
・運航経験を補完するための措置


